
【指定通所介護及び東大和市総合事業の利用料等】 

 

介護保険給付対象サービスの利用料 

 

（通常規模型通所介護） 

６時間以上７時間未満 

利
用
料 

要介護１ ６，１５５円 １日につき 

要介護２ ７，２６２円 １日につき 

要介護３ ８，３８９円 １日につき 

要介護４ ９，４９６円 １日につき 

要介護５ １０，６２４円 １日につき 

７時間以上８時間未満 

利
用
料 

要介護１ ６，９３５円 １日につき 

要介護２ ８，１８９円 １日につき 

要介護３ ９，４８６円 １日につき 

要介護４ １０，７８２円 １日につき 

要介護５ １２，０９９円 １日につき 

サービス提供体制強化加算Ⅰ 

サービス提供体制強化加算Ⅱ 

サービス提供体制強化加算Ⅲ 

２３１円 

１８９円 

６３円 

１回につき 

個別機能訓練加算Ⅰイ 

個別機能訓練加算Ⅰロ 

個別機能訓練加算Ⅱ 

５９０円 

８０１円 

２１０円 

１日につき 

ＡＤＬ維持等加算Ⅰ 

ＡＤＬ維持等加算Ⅱ 

３１６円 

６３２円 
１月につき 

中重度者ケア体制加算 ４７４円 １日につき 

認知症加算 ６３２円 １日につき 

入浴介助加算Ⅰ 

入浴介助加算Ⅱ 

４２１円 

５７９円 
１日につき 

若年性認知症利用者受入加算 ６３２円 １日につき 



科学的介護推進体制加算 ４２１円 １月につき 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 

算定された介護保険給付対象サー

ビスの利用料の１０００分の９２

に相当する額 

１日につき 

利用者負担金 

法定代理受領の場合は、上記金額の１割（ただし、

利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、そ

の負担率による）または２割または３割。 

 

（東大和市介護予防・日常生活支援総合事業） 

独自サービス 

利
用
料 

要支援１ ４，５９５円 １回につき 

要支援２ ４，７１１円 １回につき 

サービス提供体制強化加算Ⅰ 

 

サービス提供体制強化加算Ⅱ 

 

サービス提供体制強化加算Ⅲ 

 

要支援１   ９２７円 

要支援２ １，８５５円 

要支援１   ７５８円 

要支援２ １，５１７円 

要支援１   ２５２円 

要支援２   ５０５円 

１月につき 

生活機能向上グループ活動加算 １，０５４円 １月につき 

若年性認知症利用者受入加算 ２，５２９円 １月につき 

栄養改善加算 ２，１０８円 １月につき 

科学的介護推進体制加算 ４２１円 １月につき 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 

算定された介護保険給付対象サー

ビスの利用料の１０００分の９２

に相当する額 

１月につき 

利用者負担金 

法定代理受領の場合は、上記金額の１割（ただし、

利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、そ

の負担率による）または２割または３割。 

 

基準緩和型サービス 

利用料（３時間以上・送迎あり） ４，２４７円 １回につき 

利用料（３時間以上・送迎なし） ３，７５２円 １回につき 



科学的介護推進体制加算 ４２１円 １月につき 

サービス提供体制強化加算Ⅰ 

 

サービス提供体制強化加算Ⅱ 

 

サービス提供体制強化加算Ⅲ 

 

要支援１   ９２７円 

要支援２ １，８５５円 

要支援１   ７５８円 

要支援２ １，５１７円 

要支援１   ２５２円 

要支援２   ５０５円 

１月につき 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 
送迎あり   １，６９６円 

送迎なし   １，４９６円 
１月につき 

利用者負担金 

法定代理受領の場合は、上記金額の１割（ただし、

利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、そ

の負担率による）または２割または３割。 

 

介護保険給付対象外サービスの利用料 

食材料費 １食    ８５０円 

通常の実施地域を越え

る交通費 
事業所から通常の実施地域を越えて１kmにつき  １０円 

その他日常生活費 

１ 利用者の希望による教養娯楽費用      実 費 

  （行事やクラブ活動による材料費や行事食等） 

２ 紙オムツ、パット代            実 費 

 


